
日本年金機構小田原年金事務所　☎ 0465-22-1391 ／町民課　☎ 0465-85-5007

国民年金の豆知識

「学生納付特例制度」

20歳になると国民年金の被保険者になり、保険料の納付が義務づけられますが、学生の方は、申請によ
り納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

■対象となる方

大学（院）、短期大学、高等学校、専修学校など
に在学する方
※詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、次の
2つの場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給さ
れますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、
当該要件の対象期間となるため、万が一のときにも安心
です。
① その事故が発生した月の前々月までの保険料納付済期
間（保険料免除期間を含む）が3分の2以上ある場合

② その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料
の未納がない場合

128万円＋扶養親族などの数×38万円＋社会保険
料控除などで計算した額以下である場合

■障害年金などとの関係

将来、老齢基礎年金を受け取るためには、
原則として保険料の納付期間などが10年
以上必要ですが、学生納付特例制度の承認
を受けた期間は、この10年以上という受
給資格期間に含まれます。ただし、年金の
額の計算対象期間には含まれませんので、
満額の老齢基礎年金を受け取るには、10
年間のうちに保険料を追納する必要があり
ます。

https://www.
nenkin.go.jp/

日本年金機構
ホームページ

■所得の目安

■老齢基礎年金との関係

■申請方法

小田原年金事務所（郵送可）または町民課
に提出してください。マイナポータルから
も申請ができます。
※ 申請できる過去期間は申請書が受理され
た月から2年1カ月前まで、将来期間は
年度末までです。

▶添付書類
・ 基礎年金番号通知書か年金手帳などの基礎年金番号が分
かる書類
・ 学生証（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載があ
る場合は裏面含む）のコピーまたは、在学期間がわかる
在学証明書（原本）
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■広報おおいに広告を掲載しませんか

掲載場所 広報おおい（広報紙下部の町が指定する場所）

規格 1枠:縦6.5㎝×横5.5㎝／2枠:縦6.5㎝×横11.5㎝
3枠:縦6.5㎝×横17.5㎝

掲載時期 掲載希望号から1カ月単位、最長6カ月まで

掲載料 1枠月額:5,000円／2枠月額:9,500円／3枠月額:14,000円

協働推進課　☎85-5004

町の広報に広告を掲載することができます。事業所、企業、
自営業の方、広報紙に広告を掲載し、事業のPRをしませんか。
※町ホームページのバナー広告も募集しています。
※詳しくは町ホームページ（右上の二次元コードから）をご覧ください。
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生活環境課　☎0465-85-5010

家電製品を買い替えるときは、省エネ性能を意識
することが地球温暖化対策につながります。消費
電力の少ない製品を選べば、日々の電気使用量と
CO₂排出を抑えられ、長期的には光熱費の節約に

環境問題が深刻化する中、私たち一人一人ができることは何かを考え、行動することが大切です。
日常生活の中で実践しましょう。

➊

➋

使い捨てを減らし製品寿命を延ばすことも温暖化
対策になります。

★購入時のチェックポイント★

数値が小さいほど年間の電力消費が少なく、効率
の良い機種です。省エネ性能を比較する際は、製
品の使用条件（容量や運転モード）に応じた年間
消費電力量を基準にすると実際の差がわかりやす
くなります。

冷蔵庫やエアコン、テレビ、洗濯機などの大型家
電は特に効果が大きく、最新の高効率モデルは旧
型に比べて消費電力が大幅に下がる場合がありま
す。

購入後は、省エネ運転や適切な設定温度、こまめ
な清掃で性能を維持しましょう。

もなります。家電の買い替えは一度に大きな効果
を生むチャンスです。ラベルを確認して、地球に
も家計にもやさしい選択をしましょう。

生活環境課　☎85-5010

ごみの出し方や分別方法を簡単に検索できる
分別辞典サイト「ごみサク」

キーワード検索欄に捨て方の分からない品名を
入力し、対象の「分別区分」「詳細」を押すと
ごみの分別方法を検索できます。分別
に迷った際に、ぜひご活用ください。

ごみの減量　大作戦！
燃やすごみは30㎝以内に！

「燃やすごみ」の中に一辺が30㎝を超えるもの
が混入されている場合は収集できません。
また、毛布、カーテンなどを折りたたんだり、長
いロープを束ねたりして「燃やすごみ」と一緒に
出してしまうと、美化センターで処理する際に機
械に絡まり作業が停止してしまいます。
「一つ、二つなら大丈夫だろう」といって、一部
の方のルール違反によって全体の作業の妨げと
なってしまうのです。
広げて大きなものや長いものを「燃やすごみ」と
して出す場合は、必ず30㎝以内に切断してから
出すようにしてください。
なお、30㎝以内にすることができない可燃性の
ものは「粗大ごみ」ですので、美化センターへ直
接搬入するか町の戸別収集を利用してください。

また、いらなくなったプラスチック製のCD
ケースやおもちゃなどは「燃やすごみ」に該当
します。不燃ごみの日にプラスチック製品のご
みは出せませんので、ご注意ください。

30㎝
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